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新都市社会技術融合創造研究会 規約改正（案） 
 
１．総則 
（名称） 
第１条 本会は、新都市社会技術融合創造研究会（略称；新都市社会技術研究会）と称する。 

 
（事務局） 
第２条 本会の事務局は、近畿地方整備局道路工事課・近畿技術事務所に置き、事務局運営を円

滑に進めるため幹事会を設置する。 
  
（目的） 
第３条 本会は、社会資本の整備、維持・管理に関わる産・学・官の連携・協力による新しい技

術の研究、普及等に関する事業を行い、もって都市再生と地域連携による経済活力の回

復に貢献し、国民生活の質の向上、安全で安心できる暮らしの確保、環境の保全・創造

に寄与することを目的とする。 
 
（事業） 
第４条 本会は、第３条の目的を達成するため、次の事業を行う。 
   １）道路の整備、維持管理、更新に係る新しい技術の開発・研究 
   ２）新しい道路技術開発・研究に資する技術情報・人材情報の収集、 
          蓄積及び提供 
   ３）新しい道路技術開発・研究の指導及び評価 
   ４）新しい道路技術の普及 
   ５）新しい道路技術に関する広報並びに教育 
   ６）その他本会の目的を達成するために必要な事業 
 

（委員会の設置） 
 第５条 本会は、本会の事業運営を円滑に進めるため委員会、プロジェクトチーム、ワーキング

グループを設置する。  
 

資料－４ 
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２．会員 
（会員）   
第６条 本会の会員は、委員会及びプロジェクトチームに携わる者とする。 

 
３．委員 
（委員の種類） 
第７条 本会に次の委員を置く。 
  委員長      １名 
  副委員長       ３名 
  委員    若干名＋プロジェクトリーダー 

 
（委員の選任、任期） 
第８条 委員長及び副委員長は、委員会において、委員のうちから選任する。委員長及び副委員

長の任期は、２年とする。ただし、再任を妨げない。 
  ２ 新委員の選任は、委員の推薦に基づき、委員会で承認するものとする。 
 

（委員の責務） 
第９条 委員は、委員会を構成し、本会の業務の執行を決定する。委員長は、本会を代表し、業

務を統轄する。副委員長は、委員長を補佐する。 
 

４．委員会 
（委員会の機能） 
第 10 条 委員会は、この規約に定めるもののほか、本会の運営に関する重要事項を議決する。 
 

（委員会の開催） 
第 11 条 委員会は、毎年１回以上開催する。委員の招集は委員長が行うものとし、委員の過半

数の出席をもって成立するものとする。 
 
（議決） 
第 12 条 委員会に出席した委員の過半数の同意でこれを決し、可否同数のときは、委員長の決

するところによる。 
 

５．技術支援および評価 
（技術支援） 
第 13 条 委員会は、プロジェクトチームの活動に必要な技術的支援を行う。このため、必要に

応じ本会の会員、外部の専門機関及び外部学識経験者に指導を求めることが出来る。 
 

（評価） 
第 14 条 本研究会は、事業の円滑な遂行を図るため、必要に応じて外部の専門機関及び外部学

識経験者等による評価を受け、公表することができる。 
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６．プロジェクトチーム 
 （設置） 
 第 15 条 本会は、事業の円滑な遂行を図るため、プロジェクトチームを設置することができ

る。 
（構成） 
  第 16 条 本会の研究テーマに興味・研究意欲を持って、参画を申し出た者のうちから委員会

がプロジェクトリーダーを指名する。構成員は、プロジェクトリーダーが選出し、

委員会に届け出を行い、承認を得るものとする。 
（プロジェクトチームの権利） 
 第 17 条 プロジェクトチームは、プロジェクト推進のために必要な支援措置等を委員会に求

めることが出来る。 
 
（プロジェクトチームの責務） 
 第 18 条 プロジェクトチームは、その目的を達成するため、以下の活動を行わなければなら

ない。 
１）計画書の作成 
    以下の内容を明示したものとする。 
    ・研究テーマ ・研究目的 ・研究開発の目標 ・研究内容と手法 
    ・研究期間  ・体制     ・研究費用及びその負担方法等 
 ２）調査・研究活動 
 ３）研究の進捗状況、成果等の報告 
 ４）調査・研究活動を通じて得られた成果及びそれらに関する情報の開示に関する

取り決め事項の策定ならびに取り決め事項の遵守 
 ５）その他委員会の要請によるもの 

 
（ワーキンググループの設置） 
第 19 条  プロジェクトの発掘、研究テーマ設定に向けての準備等を行う機関として、ワーキ

ンググループの設立を行う。 
 

７．研究会の透明性の確保 
（氏名等の公表） 
 第 20 条 研究会の透明性の確保を図るため、委員等の氏名、委員会の開催についてはあらか

じめ公表するものとする。 
    ２．委員会は、討議の自由性を確保するため非公開とする。 
    ３．委員会の公開は議事録により行う。 
    ４．委員会に提出された資料等は、議事録の公開に合わせ、公表するものとする。ただ

し、公表することが適切でないと委員会が判断するものについては公表しないもの

とする。 
    ５．議事録の公開、委員会に提出された資料等の公開は、会議終了後すみやかに行うも

のとする。ただし、継続審議となった場合には、審議終了後に公表するものとする。 
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８．雑則 
 第 21 条 この規約に定めるもののほか、その他必要な事項は委員会において定める。 
 

９．附則 
この規約は平成 15 年1 月 21 日から施行する。 
平成 16年7 月 9 日  第 8条 2 項を変更する。 
平成 16年7 月 9 日  第 18 条 4)を追加し、以下を繰り下げる。 
平成 16年7 月 9 日  第 19 条を追加し、以下を繰り下げる。 
平成 20年 12 月 12 日 第２条を変更する。 
平成 24 年 8 月 31 日 第２条を変更する。 
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新都市社会技術融合創造研究会規約 細則 
 
 
第２条 
（幹事会） 
  １．幹事会は各プロジェクトチームの代表者（若干名）により構成する。 
  ２．幹事会は本会の運営に関する事項を行う。 
  ３．幹事会は事務局が必要に応じて招集する。 
 
第 10 条 
（委員会の議決により決定する重要事項） 
  １．規約の変更に関する事項 
  ２．事業計画に関する事項 
  ３．委員の任免に関する事項  
  ４．本会の解散に関する事項 
    ５．その他に関する事項 
 
第 21 条 
（委員会において決定するその他必要な事項） 
  ６．プロジェクトの募集に関する事項 
  ７．プロジェクトチームの設置・解散に関する事項 
  ８．プロジェクトチームの技術支援及び評価に関する事項 
  ９．知的財産権の所有・権利に関する事項 
   10．その他に関する事項 
 
 


